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地域医療機関 施設長 様 

 

愛媛県立中央病院長    

 

X 線 TV 装置の更新に伴う内視鏡検査等の受入制限について 

 

平素より皆様には大変お世話になっており、深く御礼申し上げます。 

さて、当院では、既存装置の劣化と診療機能の充実のため、令和８年２月 18 日よ

り最新の X 線 TV 装置への更新工事を実施いたします。 

これに伴い、下記の期間、X 線 TV 装置を使用した予約外（緊急）の検査・治療の

受入を制限させていただきます。 

関係医療機関の先生方および患者様には多大なる御迷惑をお掛けいたしますが、

御理解と御協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

【制限期間】 

放射線部 X 線 TV 装置 令和８年２月 18 日（水）～ 同年２月 25 日（水） 

内容：腎瘻カテーテル、尿管ステントなど 

内視鏡 X 線 TV 装置  令和８年２月 25 日（水）～同年３月 4 日（水）（予定） 

内容：○腸閉塞、S 状結腸捻転等によるイレウス管挿入、大腸 

ステントなど透視下内視鏡処置を必要とする疾患 

   ○閉塞性黄疸、総胆管結石等による ERCP 関連の透視下 

内視鏡処置を必要とする疾患 

 

 

 
お問い合わせ先 
愛媛県立中央病院 

放射線科  井上 
消化器内科 宮田 
泌尿器科  二宮 
総務医事課 医事グループ 富田 

（代）089-947-1111 
 

 


